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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＳｉＣ、Ａｌ2Ｏ3、Ｓｉ3Ｎ4、ＭｇＯ、ＡｌＮ、及びＢＮの中から選ばれる少なくとも
一種のセラミックスの多孔質体によって形成された多孔質セラミックス部に対し、Ｃｕ、
Ｓｎ、及びＮｉの中から選ばれる少なくとも一種の金属材料、又は当該金属材料を含有す
る材料のいずれかである金属系材料を溶射することにより、前記金属系材料の微粒子を前
記多孔質セラミックス部の細孔内に入り込ませるとともに、前記金属系材料を前記多孔質
セラミックス部の表面に堆積させて、固着対象箇所に対してはんだ付けによる接合が可能
な溶射被膜部を形成する
　放熱部材の製造方法。
【請求項２】
　前記溶射被膜部は、被膜の厚さが１０μｍ以上とされている
　請求項１に記載の放熱部材の製造方法。
【請求項３】
　前記多孔質セラミックス部が、５Ｗ／（ｍ・Ｋ）以上の熱伝導率を有する
　請求項１又は請求項２に記載の放熱部材の製造方法。
【請求項４】
　前記金属系材料は、磁性材料又は磁性材料を含有する材料のいずれかである
　請求項１～請求項３のいずれか一項に記載の放熱部材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放熱を促すために、発熱箇所や発熱箇所の近傍に取り付けられる放熱部材に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子機器に内蔵される電子部品（例えば、各種半導体素子など）は、高速化・高
集積化が進むのに伴って発熱性が高くなっている。そのため、発熱性の高い電子部品や、
そのような電子部品が実装された回路基板からの放熱対策が重要視されている。このよう
な放熱対策のために利用される放熱部材の一つとして、多孔質セラミックスで構成される
放熱部材は既に提案されている（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－５７５０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記特許文献１には、同文献に記載された放熱部材（多孔質セラミックス）
に関し、どのような手法で固着対象箇所に対して固着するのかについて、具体的な説明は
ない。
【０００５】
　一般的な放熱部材（例えば、金属材料からなる放熱部材など）であれば、多くの場合、
放熱部材を回路基板上の固着対象箇所に取り付ける際には、ねじ止めなどを行っている。
　しかし、上記特許文献１に記載されているような多孔質セラミックスの場合、多孔質セ
ラミックスをねじ止めによって固定しようとすると、ねじからの力を受けて多孔質セラミ
ックスが割れてしまうことがあるので、この種の多孔質セラミックスをねじで固定するこ
とは困難である。また、ねじ止めの場合、ねじが必要な分だけ部品点数が増える上に、ね
じを一箇所ずつ締める作業には人手も時間もかかる。
【０００６】
　ねじ止め以外の固定方法としては、例えば、両面テープなどの固着手段で放熱部材を固
着する、という手法も考え得る。しかし、両面テープの場合、固着箇所と放熱部材との間
に両面テープが挟まれるので、固着箇所から放熱部材への熱移動が両面テープによって阻
害されるおそれがあり、その場合、放熱効率が低下するという問題がある。また、両面テ
ープの場合、ねじ止めなどに比べて固着力が弱い、という問題もある。
【０００７】
　また、上述のようなねじや両面テープを利用しない固着方法としては、はんだ付けのよ
うな固着方法が考えられるが、この種の多孔質セラミックスは、一般に、はんだとの馴染
みが悪いので、多孔質セラミックス製の放熱部材の場合、単にはんだ付けするだけでは適
切に固着することが困難である。
【０００８】
　セラミックス材料からなる部材をはんだ付けする方法としては、事前にセラミックス表
面にめっき被膜を形成しておいて、そのめっき部分をはんだ付けするという方法が考えら
れる。
【０００９】
　しかし、セラミックス表面にめっき被膜を施すには、通常、無電解めっき法でめっき被
膜を形成することになるので、放熱部材の全面にめっき被膜が形成されてしまう。そのた
め、放熱部材の一部（例えば、はんだ接合面）だけに部分的にめっき被膜を形成したい場
合には、事前のマスキング作業や事後の被膜除去作業など、何らかの製造工程が増えるこ
とになり、放熱部材の製造に相応の手間がかかるという問題がある。
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【００１０】
　また、無電解めっき法によるめっき被膜の場合、膜厚を十分に厚くすることが難しく、
膜厚が薄い場合、はんだ付けの際にめっき食われ（めっき被膜を形成する金属がはんだ側
へ溶解する現象）が発生すると、はんだがめっき被膜を貫通してしまうことがある。この
場合、はんだがめっき被膜を貫通した箇所では、めっき被膜を設けたことによる効果が失
われてしまうので、放熱部材と固着対象箇所との接合強度が低下してしまうという問題が
ある。
【００１１】
　以上のような事情から、多孔質セラミックス製の放熱部材は、高い放熱性能は備えてい
るものの、簡便な手法で回路基板の表面に対して適切に実装することが難しく、この点に
改善の余地が残されていた。
【００１２】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、その目的は、多孔
質セラミックス製でありながら、はんだ付けが可能で、その接合強度も十分に高めること
ができる放熱部材を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　以下、本発明において採用した構成について説明する。
　本発明の放熱部材は、セラミックスの多孔質体によって形成された多孔質セラミックス
部と、金属又は金属を含有する材料のいずれかである金属系材料を、前記多孔質セラミッ
クス部に対して溶射することによって形成されており、固着対象箇所に対してはんだ付け
による接合が可能な溶射被膜部とを有する。
【００１４】
　このように構成された放熱部材によれば、溶射被膜部を固着対象箇所に対してはんだ付
けすることにより、当該箇所に放熱部材を固着することができる。しかも、溶射被膜部は
、多孔質セラミックス部に対して金属系材料を溶射することによって形成されているので
、無電解めっき法によって形成されるめっき被膜に比べ、溶射被膜部の厚さを格段に厚く
することができる。
【００１５】
　したがって、はんだ付けをする際に仮に金属食われが発生したとしても、その程度では
はんだが溶射被膜部を貫通しない程度まで溶射被膜部の厚さを厚くすることができ、これ
により、はんだ付け部分の接合強度を十分に高めることができる。
【００１６】
　また、溶射被膜部を形成する際には、多孔質セラミックス上において必要な範囲だけを
ターゲットにして、金属系材料を溶射することができる。そのため、めっき対象物の全面
にめっき被膜が形成されてしまう無電解めっき法に比べ、より容易に部分的な溶射被膜を
形成することができる。
【００１７】
　さらに、溶射被膜部は、金属系材料の微粒子が溶融若しくは軟化した状態で多孔質セラ
ミックスの表面に向かって噴射され、多孔質セラミックスの表面に堆積・凝固することに
よって形成される。そのため、溶射被膜部も微粒子間の空隙が微細な気孔として残る多孔
質体となっており、はんだ接合面は微細な凹凸を有する表面積の大きい面になる。したが
って、このような溶射被膜部を備える放熱部材であれば、溶射被膜部が有する空隙ないし
凹凸に、溶融したはんだが入り込むので、はんだ接合面が平滑になっているものに比べ、
より強固なはんだ接合を行うことができる。
【００１８】
　また、溶射被膜部を形成する際、上述のように金属系材料の微粒子が多孔質セラミック
スの表面に向かって噴射されると、一部の微粒子は多孔質セラミックス側の細孔内に入り
込む。そのため、更に細孔外に微粒子が吹き付けられた際、細孔の内外で金属系材料の微
粒子同士が接合されると、多孔質セラミックスの表面とその表面に堆積した金属系材料に
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は機械的な噛み合いが生じるので、そのアンカー効果によって多孔質セラミックス部と溶
射被膜部を物理的に強固に接合することができる。
【００１９】
　なお、本発明の放熱部材において、溶射被膜部を形成する際の溶射方式は任意であり、
フレーム溶射、高速フレーム溶射、爆発溶射、電気式溶射などの溶射方式を利用すること
ができる。
【００２０】
　ところで、溶射被膜部の被膜厚は、はんだ付けに伴う金属食われが発生しても、はんだ
が溶射被膜部を貫通しない程度に設定されていればよく、その厚さははんだ付け工程の時
間条件や温度条件によっても左右される。ただし、一般的な条件を想定して具体的な目安
を例示すれば、前記溶射被膜部は、被膜の厚さが１０μｍ以上とされていると好ましい。
このような被膜厚が確保された放熱部材とすれば、はんだ食われに起因する接合強度の低
下を防止ないし抑制できるので、固着対象箇所に対する接合強度を十分に高めることがで
きる。
【００２１】
　なお、被膜の厚さが１０μｍを下回ると、はんだ付けに伴う金属食われが発生した際に
十分な被膜厚を確保することが難しくなる傾向がある。一方、被膜の厚さが１０μｍ以上
あれば所期の接合強度を確保できるので、接合強度の確保という観点からは、被膜厚につ
いて特に上限はない。
【００２２】
　ただし、過剰に被膜を厚くしても既に十分に確保された接合強度はそれ以上向上しない
ので、このような点だけを考慮するのであれば、例えば、被膜厚を１０～５００μｍ程度
の範囲内で調節するとよい。その一方、別の点を考慮するのであれば、被膜厚を５００μ
ｍ以上としてもよい。例えば、溶射被膜部にはんだ接合部としての機能以外の別機能を持
たせたい場合には、その別機能に必要となる被膜厚として、５００μｍ以上の被膜厚を確
保することも考え得る。
【００２３】
　つまり、はんだ接合以外の他の事情も考慮した場合には、必要に応じて被膜厚を適宜決
めることができるのである。溶射方式で被膜を形成する場合、例えば１０ｍｍ厚程度の被
膜であっても形成可能なので、本発明においても、そのような厚い溶射被膜を形成しても
よい。
【００２４】
　また、多孔質セラミックス部を形成する多孔質セラミックスについては、放熱を図るこ
とができる程度に熱伝導率が高ければよいが、一つの目安としては、例えば、５Ｗ／（ｍ
・Ｋ）以上の熱伝導率を有するものが好ましい。
【００２５】
　放熱を図ることができる程度に熱伝導率が高く、工業的に放熱部材を製造する上で実用
的な材料を例示すれば、前記多孔質セラミックス部は、ＳｉＣ、Ａｌ2Ｏ3、Ｓｉ3Ｎ4、Ｍ
ｇＯ、ＡｌＮ、及びＢＮの中から選ばれる少なくとも一種のセラミックスの多孔質体によ
って形成されていると好ましい。これらの多孔質セラミックスは、いずれも十分に熱伝導
率が高く、放熱部材として所期の性能を確保することができる。
【００２６】
　また、溶射被膜部を形成する金属系材料については、溶射によって溶射被膜部を形成す
ることができ、かつ、溶射被膜部を形成したことによってはんだ付けが可能となる材料で
あれば、特に限定されないが、一例を挙げれば、前記金属系材料は、Ｃｕ、Ｓｎ、及びＮ
ｉの中から選ばれる少なくとも一種の金属材料、又は当該金属材料を含有する材料である
と好ましい。金属材料（Ｃｕ、Ｓｎ、Ｎｉ）を含有する材料としては、当該金属材料（Ｃ
ｕ、Ｓｎ、Ｎｉ）を含有する合金や当該金属材料（Ｃｕ、Ｓｎ、Ｎｉ）を含む複合組成物
を挙げることができる。このような材料で形成された溶射被膜部を備えていれば、固着対
象箇所に対するはんだ付けを行うことができ、その接合強度を十分に高めることができる
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。
【００２７】
　また、溶射被膜部を形成する金属系材料については、溶射によって溶射被膜部を形成す
ることができ、かつ、溶射被膜部を形成したことによってはんだ付けが可能となる材料で
あることに加え、はんだ付けとは別の観点で新たな機能を付加できる材料を選定してもよ
い。
【００２８】
　一例を挙げれば、前記金属系材料は、磁性材料又は磁性材料を含有する材料のいずれか
であると好ましい。磁性材料の例としては、Ｆｅ，Ｃｏ，Ｎｉに、Ｆｅ，Ｃｏ，Ｎｉ，Ｙ
，Ｔｉ，Ｚｒ，Ｈｆ，Ｖ，Ｎｂ，Ｔａ，Ｃｒ，Ｍｏ，Ｗ，Ｓｉ，Ｂなどを添加したものを
用いることができ、より具体的には、ＦｅＮｉ合金（パーマロイ）や電磁ステンレス鋼や
ＣｏＺｒＮｂ合金などを挙げることができる。このような材料で形成された溶射被膜部を
備えていれば、固着対象箇所に対するはんだ付けを行うことができる他、溶射被膜部によ
って電磁波を減衰ないし遮断できるようになるので、これにより、放熱部材をノイズ抑制
部材としても利用することができるようになる。なお、磁性材料を用いて溶射被膜部を作
成する場合、溶射被膜は厚い方が磁性材料による効果を得ることができるので、その場合
の被膜厚さは１０μｍ～１０ｍｍの範囲内で調節されればよく、どの程度の被膜厚とする
かについては、必要とされる性能とコストを鑑み決定すればよい。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】（ａ）は放熱部材の概略的な構造を示す説明図、（ｂ）は放熱部材が回路基板に
はんだ付けされた状態を示す説明図。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　次に、本発明の実施形態について一例を挙げて説明する。
　　［放熱部材の構造］
　図１（ａ）に示す放熱部材１は、自動実装機を使用してプリント配線板上に実装可能な
もので、セラミックスの多孔質体によって形成された多孔質セラミックス部３と、金属系
材料によって形成された溶射被膜部５を有する構造とされている。
【００３１】
　本実施形態において、多孔質セラミックス部３は、多孔質化されたセラミックスによっ
て形成され、その熱伝導率は１０Ｗ／（ｍ・Ｋ）となっている。また、溶射被膜部５は、
多孔質セラミックス部３となるセラミックスの多孔質体に対して、金属系材料を溶射する
ことによって形成されている。本実施形態において、溶射被膜部５を形成する金属系材料
としては、Ｃｕ－Ｎｉ系合金が使用されている。
【００３２】
　また、本実施形態において、放熱部材１のサイズは２０ｍｍ×２０ｍｍ×３ｍｍとされ
、溶射被膜部５の被膜厚は約５０μｍとされている。
　　［放熱部材の製造例］
　多孔質セラミックス部３となるセラミックスの多孔質体は、様々な製法で製造すること
ができるが、本実施形態においては、以下のような製法を利用した。
【００３３】
　まず、セラミックス原料としては、平均粒子径１２μｍのＳｉＣ：３０重量部、平均粒
子径３５μｍのＳｉＣ：３０重量部、平均粒子径１μｍのＡｌ2Ｏ3：１０重量部、及び平
均粒子径１μｍのＳｉＯ2：３０重量部の混合物を用意し、このセラミックス原料：１０
０重量部に対し、平均粒子径１μｍの酸化鉄を少量（１重量部以下）とバインダー（ポリ
ビニールアルコール）と水を加え、ニーダーを使って混練して、粒子径１００～５００μ
ｍ程度の造粒物を製造した。なお、バインダーの配合量は、最終的に得られるセラミック
スの多孔質体の気孔率が４５％程度となるように調節した。
【００３４】
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　この造粒物を金型に入れて成形し、焼成後に２０×２０×３ｍｍの板状体となる成形体
を作製し、この成形体を大気雰囲気下１３５０℃の温度条件で焼成して、所期のセラミッ
クス多孔質体を得た。このセラミックス多孔質体を基材として、高速フレーム溶射法（Ｈ
ＶＯＦ）によってＣｕ－Ｎｉ系合金を溶射し、基材上に厚さ５０μｍの溶射被膜を形成し
、上述の放熱部材１を完成させた。
【００３５】
　　［放熱部材の使用例］
　以上のように構成された放熱部材１は、図１（ｂ）に例示するように、プリント配線板
などの回路基板１１上にはんだ付けされる。すなわち、放熱部材１は、金属系材料で形成
された溶射被膜部５を備えているので、多孔質セラミックス部３が多孔質セラミックス製
とされているにもかかわらず、リフローソルダリング等の方法で回路基板１１上にはんだ
１３を介して接合することができる。
【００３６】
　多孔質セラミックス部３は、そのままでも放熱部として機能するが、多孔質セラミック
ス部３に対して機器の筐体（図示略）を接触させることにより、多孔質セラミックス部３
から筐体へ熱を逃がすように構成してもよい。あるいは、多孔質セラミックス部３に重ね
て放熱フィン（図示略）を設け、多孔質セラミックス部３から放熱フィンへ熱を逃がすよ
うに構成してもよい。
【００３７】
　上記放熱フィンのような別の放熱手段を多孔質セラミックス部３に付加する場合、多孔
質セラミックス部３と隣接する位置には、上記別の放熱手段を多孔質セラミックス部３に
固着するための粘着層（図示略）を設けてあってもよい。あるいは、上記筐体との間に空
隙が形成されるのを避けるため、多孔質セラミックス部３と筐体との間に挟み込まれる位
置に、熱伝導性の高いグリース層やエラストマー層が設けられていてもよい。
【００３８】
　すなわち、放熱部材１は、少なくとも多孔質セラミックス部３と溶射被膜部５が積層さ
れた構造とされているが、更に目的に応じて別の機能を有する層が積層されていてもよい
。ただし、このような層を積層する場合には、放熱部材１の有する放熱性能を阻害するこ
とがないように、十分に熱伝導性の高い層を付加することが重要である。
【００３９】
　　［効果］
　以上のように構成された放熱部材１によれば、溶射被膜部５を回路基板１１に対しては
んだ付けすることにより、放熱部材１を回路基板１１に固着することができる。しかも、
溶射被膜部５は、多孔質セラミックス部３に対して金属系材料を溶射することによって形
成されるので、無電解めっき法によって形成されるめっき被膜に比べ、溶射被膜部５の厚
さを厚くすることができる。
【００４０】
　したがって、はんだ付けをする際に仮に金属食われが発生したとしても、その程度では
はんだが溶射被膜部５を貫通しない程度まで溶射被膜部５の厚さを厚くすることができ、
これにより、はんだ付け部分の接合強度を十分に高めることができる。
【００４１】
　また、溶射被膜部５を形成する際には、多孔質セラミックス部３の一部の範囲だけをタ
ーゲットにして、金属系材料を溶射することができる。そのため、めっき対象物の全面に
めっき被膜が形成されてしまう無電解めっき法に比べ、より容易に必要箇所だけに溶射被
膜部５を形成することができる。
【００４２】
　さらに、溶射によって形成される溶射被膜部５は、金属系材料の微粒子間の空隙が微細
な気孔として残る多孔質体となっており、はんだ接合面は微細な凹凸を有する表面積の大
きい面になっている。したがって、このような溶射被膜部５を備える放熱部材１であれば
、はんだ接合される面が平滑になっているものに比べ、より強固なはんだ接合を行うこと
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ができる。
【００４３】
　また、溶射被膜部５を形成する際、金属系材料の微粒子が多孔質セラミックス側の細孔
内に入り込み、多孔質セラミックスの表面とその表面に堆積した金属系材料には機械的な
噛み合いが生じるので、アンカー効果によって多孔質セラミックス部３と溶射被膜部５を
物理的に強固に接合することができる。
【００４４】
　さらに、上記実施形態では、溶射被膜部５を形成する金属系材料として、磁性材料とし
ての成分を含むＣｕ－Ｎｉ系合金を使用したので、溶射被膜部５を利用してはんだ付けが
できるのはもちろんのこと、溶射被膜部５によって電磁波を減衰ないし遮断することもで
きる。したがって、放熱部材１をノイズ抑制部材としても利用することができる。
【００４５】
　　［その他の実施形態］
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記の具体的な一実施形態に限
定されず、この他にも種々の形態で実施することができる。
【００４６】
　例えば、上記実施形態では、所定の被膜厚（厚さ５０μｍ）とされた溶射被膜部５を例
示したが、溶射被膜部５の被膜厚は１０μｍ以上とされていればよく、これにより、はん
だ食われに起因する接合強度の低下を防止ないし抑制できるので、固着対象箇所に対する
接合強度を十分に高めることができる。特に、はんだ付けを目的とする場合、溶射被膜部
５の被膜厚は１０～５００μｍ程度とされていればよいが、更に別の目的があれば、溶射
被膜部５の被膜厚は１０μｍ～１０ｍｍ程度の範囲内で調節してもよい。
【００４７】
　また、上記実施形態では、溶射被膜部５を形成する金属系材料として、磁性材料として
の成分を含むものを例示したが、磁性材料を含むか否かは任意である。
　また、上記実施形態では、特定のセラミックス材料で形成されたセラミックス多孔質部
を例示したが、多孔質セラミックス部については、放熱を図ることができる程度の熱伝導
率（例えば５Ｗ／（ｍ・Ｋ）以上）を確保することができるものであれば任意であり、例
えば、ＳｉＣ、Ａｌ2Ｏ3、Ｓｉ3Ｎ4、ＭｇＯ、ＡｌＮ、及びＢＮの中から選ばれる少なく
とも一種のセラミックスの多孔質体であれば、これらのいずれを含有するか、また、その
配合比をどの程度とするかは任意である。
【符号の説明】
【００４８】
　１・・・放熱部材、３・・・多孔質セラミックス部、５・・・溶射被膜部、１１・・・
回路基板、１３・・・はんだ。
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